
議案番号 頁
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～
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16

～

17

18

19

20

21１４
佐久市積立基金条例の一部を改正する条例の制定
について

経 済 部 長

１２
佐久市複合型公共施設サングリモ中込条例の一部
を改正する条例の制定について

福 祉 部 長

１３
佐久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

福 祉 部 長

１０

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係
者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関する条例の制定について

企 画 部 長

１１
佐久市デイサービスセンター条例の一部を改正す
る条例の制定について

福 祉 部 長

８
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整理に関する条例の制定について

総 務 部 長

９
佐久市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に
関する条例の一部を改正する条例の制定について

総 務 部 長

６
佐久市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

総 務 部 長

７
佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例の一
部を改正する条例の制定について

総 務 部 長

４
佐久市職員の旅費に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

総 務 部 長

５
佐久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

総 務 部 長

２
佐久市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

総 務 部 長

３
佐久市職員の給与に関する条例等の一部を改正す
る条例の制定について

総 務 部 長

令和７年佐久市議会第１回定例会提出予定議案

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

１
佐久市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

総 務 部 長
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議案番号 頁

22

23

24

25

26

27

28
～

31

32
～

34

35

36

別冊１

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

２８
令和６年度佐久市介護保険特別会計補正予算（第
３号）について

福 祉 部 長

２９
令和６年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別会
計補正予算（第２号）について

福 祉 部 長

２６
令和６年度佐久市一般会計補正予算（第１１号）
について

総 務 部 長

２７
令和６年度佐久市国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）について

市民健康部長

２４ 野沢多目的広場の指定管理者の指定について 建 設 部 長

２５
令和６年度佐久市一般会計補正予算（第１０号）
について

総 務 部 長

２２ 市道の路線変更について 建 設 部 長

２３ 訴えの提起について 建 設 部 長

２０ 佐久市辺地総合整備計画の策定について 企 画 部 長

２１ 市道の路線認定について 建 設 部 長

１８
佐久市体育施設条例の一部を改正する条例の制定
について

社会教育部長

１９
佐久市病院事業の設置等に関する条例及び佐久市
立国保浅間総合病院料金条例の一部を改正する条
例の制定について

浅 間 病 院
事 務 長

１６
佐久市あさしな温泉穂の香乃湯条例を廃止する条
例の制定について

経 済 部 長

１７
佐久市公共物管理条例の一部を改正する条例の制
定について

建 設 部 長

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

１５
佐久市商工業振興条例の一部を改正する条例の制
定について

経 済 部 長
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議案番号 頁

別冊２

別冊２

別冊２

別冊２

別冊１

別冊２

別冊２

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

別冊３

４４
令和７年度佐久市茂田井財産区特別会計予算につ
いて

望 月 支 所 長

４５
令和７年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会計
予算について

浅 間 病 院
事 務 長

４２ 令和７年度佐久市奨学資金特別会計予算について 学校教育部長

４３
令和７年度佐久市環境エネルギー事業特別会計予
算について

環 境 部 長

４０
令和７年度佐久市障害者支援施設臼田学園特別会
計予算について

福 祉 部 長

４１
令和７年度佐久市後期高齢者医療特別会計予算に
ついて

市民健康部長

３８
令和７年度佐久市国民健康保険特別会計予算につ
いて

市民健康部長

３９ 令和７年度佐久市介護保険特別会計予算について 福 祉 部 長

３６
令和６年度佐久市下水道事業特別会計補正予算
（第３号）について

環 境 部 長

３７ 令和７年度佐久市一般会計予算について 総 務 部 長

３４
令和６年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会計
補正予算（第２号）について

浅 間 病 院
事 務 長

３５
令和６年度佐久市国保浅間総合病院事業特別会計
補正予算（第３号）について

浅 間 病 院
事 務 長

３２
令和６年度佐久市環境エネルギー事業特別会計補
正予算（第３号）について

環 境 部 長

３３
令和６年度佐久市茂田井財産区特別会計補正予算
（第１号）について

望 月 支 所 長

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

３０
令和６年度佐久市後期高齢者医療特別会計補正予
算（第２号）について

市民健康部長

３１
令和６年度佐久市奨学資金特別会計補正予算（第
１号）について

学校教育部長
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議案番号 頁

別冊３

  条 　例 　案　　１９　件

　事   件   案 　 　５　件

  予 　算 　案　　２２　件

　　　 計　　　　 ４６　件

議　　　　　　　　案　　　　　　　　名 説　明　者

４６
令和７年度佐久市下水道事業特別会計予算につい
て

環 境 部 長
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第１号 

 

佐久市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

これは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律の改正に伴い、時間外勤務が制限される職員の範囲を拡大するほか、

所要の改正を行おうとするものであります。 
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第２号 

 

佐久市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

これは、議会の議員及び特別職の職員の期末手当の支給月数について、長

野県職員の給与改定に準じて改正を行うほか、国家公務員等の旅費に関する

法律の改正に準じて、定額で支給していた宿泊料について、上限額を引き上

げるとともに上限付きの実費支給にするなど、所要の改正を行おうとするも

のであります。 

給与改定に係る主な改正内容は、令和６年１２月分の期末手当の支給月数を現行

の１．７０月から０．０５月引き上げ１．７５月とし、令和７年度からの期

末手当の支給月数を６月分、１２月分ともに１．７２５月とするものであり

ます。 
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第３号 

 

佐久市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

これは、職員の給与について、長野県職員の給与改定に準じて、所要の改

正を行おうとするものであります。 

 なお、主な改正内容は、次のとおりであります。 

 

１ 給料月額の改定 

公民較差２．６２パーセントを解消するため、全ての給料表について改

定を行い、給料月額を引き上げる。 

 

２ 令和６年１２月分の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定 

（１）一般職員の１２月分の勤勉手当及び勤勉手当について、期末手当の支

給月数を１．２２５月から１．２７５月（定年前再任用短時間勤務職員に

あっては、０.６８７５月から０．７１２５月）とし、勤勉手当の支給月数

を１．０２５月から１．０７５月（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、０.４８７５月から０．５１２５月）とする。 

（２）特定管理職員の１２月分の期末手当及び勤勉手当について、期末手当の支給

月数を１．０２５月から１．０７５月（定年前再任用短時間勤務職員にあ

っては、０．５８７５月から０．６１２５月）とし、勤勉手当の支給月数を

１．２２５月から１．２７５月（再定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

０.５８７５月から０．６１２５月）とする。 

（３）特定任期付職員の１２月分の期末手当の支給月数を１．７０月から 

１．７５月とする。 

 

３ 令和７年度からの期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定 

（１）一般職員の期末手当及び勤勉手当について、期末手当の支給月数を

６月分、１２月分ともに１．２５月（定年前再任用短時間勤務職員にあって

は、０．７０月）とし、勤勉手当の支給月数を６月分、１２月分ともに 

１．０５月（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、０．５０月）とする。 

（２）特定管理職員の期末手当及び勤勉手当について、期末手当の支給月数

を６月分、１２月分ともに１．０５月（定年前再任用短時間勤務職員にあっ
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ては、０．６０月）とし、勤勉手当の支給月数を６月分、１２月分ともに 

１．２５月（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、０．６０月）とする。 

 

４ その他の諸手当の改定 

（１）寒冷地手当（令和６年４月１日から） 

   寒冷地手当の月額について、扶養親族のある世帯主である職員は、 

１７，８００円から１９，８００円とし、その他の世帯主である職員は、

１０，２００円から１１，４００円とし、その他の職員は、７，３６０

円から８，２００円とする。 

（２）扶養手当（令和７年４月１日から） 

   扶養手当について、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手

当の月額を１人につき１０，０００円から１３，０００円とする。 

（３）管理職員特別勤務手当（令和７年４月１日から） 

   管理職員特別勤務手当の対象となる勤務時間について、午前０時から

午前５時までに勤務をした場合から午後１０時から翌日午前５時までに

勤務をした場合とする。 
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第４号 

 

佐久市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、国家公務員等の旅費に関する法律の改正に準じて、定額で支給し

ていた宿泊料について、上限額を引き上げるとともに上限付きの実費支給に

するなど、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第５号 

 

佐久市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

これは、雇用保険法の改正に伴い、就業促進手当の見直し及び地域延長給

付の暫定措置の延長が行われたことから、所要の改正を行おうとするもので

あります。 
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第６号 

 

佐久市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

これは、長野県職員の給与改定に準じた佐久市職員の給与に関する条例等

の改正に伴い、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用

職員の期末手当の支給割合についても引き上げることから、フルタイム会計

年度任用職員の規定を準用しているパートタイム会計年度任用職員の期末手

当の規定について新たに規定しようとするものであります。 
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第７号 

 

佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

これは、個人情報の保護に関する法律の開示決定等の期限に係る期間延長

について規定するほか、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第８号 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について 

 

これは、刑法の改正に伴い、用語の改正が行われることから、関係する条

例中の用語について改めようとするものであります。 
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第 ８ 号

1

2

3

4

5

佐久市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

佐久市個人情報の保護に関する法律施行条例

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制
定について

 刑法の改正に伴う （一部改正） 条例一覧

例　　規　　名

佐久市職員の給与に関する条例

佐久市職員の退職手当に関する条例

佐久市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
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第９号 

 

佐久市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

これは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正

に伴い、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の勤務年数区分

に、新たに「３５年以上」の区分を追加しようとするものであります。 
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第１０号 

 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本

法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について 

 

これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の改正に伴い、関係する条例中で引用する同法の条項を改めようと

するものであります。 
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第 １０ 号

1

2

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行
政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正
 に伴う （一部改正） 条例一覧

例　　規　　名

佐久市税条例

佐久市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

17



第１１号 

 

佐久市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

これは、浅科デイサービスセンターを令和７年３月３１日をもって廃止す

ることに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第１２号 

 

佐久市複合型公共施設サングリモ中込条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

これは、サングリモ中込の改修工事に伴い、構成施設の中込交流センター、

シルバーサロン及びつどいの広場交流センターを廃止するほか、所要の改正

を行おうとするものであります。 
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第１３号 

 

佐久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

これは、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、

国の基準に合わせ、栄養士の配置を求めている規定に、管理栄養士を加えよ

うとするものであります。 
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第１４号 

 

佐久市積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金について、当初の目

的を達成したため、廃止しようとするものであります。 
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第１５号 

 

佐久市商工業振興条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、日本標準産業分類に基づき条例中の用語の定義を改めるほか、情

報通信業の重要性が高まっていることから、同分野に対する支援を幅広に行

うため、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第１６号 

 

佐久市あさしな温泉穂の香乃湯条例を廃止する条例の制定について 

 

これは、佐久市あさしな温泉穂の香乃湯を令和７年３月３１日をもって廃

止することから、本条例を廃止しようとするものであります。 
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第１７号 

 

佐久市公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、刑法の改正に伴い、用語の改正が行われることから、条例中の用

語について改めようとするものであります。 
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第１８号 

 

佐久市体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、臼田総合運動公園の大規模改修工事が完了し、全施設を供用開始

することから、所要の改正を行おうとするものであります。 
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第１９号 

 

佐久市病院事業の設置等に関する条例及び佐久市立国保浅間総合病院

料金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

これは、佐久市立国保浅間総合病院の病床再編に伴い、病床数を変更する

ほか、特別初診料等の規定を削ろうとするものであります。 
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第２０号 

 

佐久市辺地総合整備計画の策定について 

 

 これは、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律に基づき、佐久市辺地総合整備計画を策定するため、議会の議決

を求めるものであります。 

佐久市の中心から離れた県境又は市境に位置する辺地は、交通条件を始め

経済的、文化的諸条件の面で、他の地域と比較して住民の生活環境の整備水

準に格差が見られます。 

 こうしたことから、同法に基づき、各種公共的施設の整備を進めてきたと

ころでありますが、いまだ他の地域と比較して住民の生活環境の整備水準の

格差が解消されておらず、引き続きその是正に当たる必要があります。 

このようなことから、令和７年度から令和１１年度までの５か年にわたる

佐久市辺地総合整備計画を策定し、公共的施設の整備を進めることにより、

引き続き辺地の活性化と住民の利便性の向上を図ろうとするものであります。 
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第２１号 

 

市道の路線認定について 

 

これは、市道を路線認定しようとするものであり、その概要は、次のとお

りであります。 

 

 

○ 市道１－２６９号線        位置図１ 

○ 市道２－５２８号線        位置図２ 

 

 

これらの路線は、宅地分譲のための開発に伴い築造され、市道認

定基準に適合している道路であります。 

 

 

○ 市道４６－９０号線        位置図３ 

 

 

この路線は、河川等災害関連事業による橋梁の集約に伴い市道が

分断されたことから、市道として認定するものであります。 
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位置図１

長土呂

濁川

長
土
呂
簡
易
郵
便
局

至小諸

至岩村田

長土呂公会場

北陸新幹線

至軽井沢

至佐久平

新規路線
市道１－２６９号線

市営住宅

城ケ丘団地
城ケ丘グラウンド

延 長 ： ９９．７ｍ

幅 員 ： ４．８ｍ

N
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新規路線
市道２－５２８号線

岩村田

至根々井

位置図２

至長土呂

延 長 ： ５５．０ｍ

幅 員 ： ４．７ｍ

至平塚

浅間総合病院

N

岩村田高校

第二グラウンド
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位置図３

入澤

谷川

入澤集会所

新規路線
市道４６－９０号線

延 長 ： ５４２．０ｍ

幅 員 ： １．５ｍ～３．３ｍ

N

新規路線 ：

変更路線 ：

変更路線
市道４６－６５号線

〈変更前〉
延 長 ： ６０８．０ｍ

幅 員 ： １．５ｍ～４．９ｍ

〈変更後〉
延 長 ： ３７．０ｍ
幅 員 ： ２．３ｍ～４．９ｍ
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第２２号 

 

市道の路線変更について 

 

これは、市道を路線変更しようとするものであり、その概要は、次のとお

りであります。 

 

 

○ 市 道 ２ ０ － ５ 号 線     位置図１ 

 

 

この路線は、野沢地区都市構造再編集中支援事業による市道の整

備に伴い起点が変更となるため、路線変更するものであります。 

 

 

○ 市 道 ４ ６ － ６ ５ 号 線     位置図２ 

 

 

この路線は、河川等災害関連事業による橋梁の集約に伴い市道が

分断され、終点が変更となるため、路線変更するものであります。 
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位置図1

取出町

変更路線
市道２０－５号線

至原

野沢南高校

至跡部

至臼田

野沢小学校

野沢会館

〈変更前〉
延 長 ： ３１９．３ｍ

幅 員 ： ２．３ｍ～４．０ｍ

〈変更後〉
延 長 ： ２９５．８．ｍ
幅 員 ： ２．３ｍ～４．０ｍ

N

変更前：

変更後：
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位置図２

入澤

谷川

入澤集会所

変更路線
市道４６－６５号線

N

〈変更前〉
延 長 ： ６０８．０ｍ

幅 員 ： １．５ｍ～４．９ｍ

〈変更後〉
延 長 ： ３７．０ｍ
幅 員 ： ２．３ｍ～４．９ｍ

変更前：

変更後：
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第２３号 

 

訴えの提起について 

 

これは、長期にわたり市営住宅家賃を滞納している市内居住者１名につい

て、督促状の送付、訪問、来庁要請等の様々な方策を講じる中、徴収が困難

な状況が継続し、納入又は対応のない状況であるため、市営住宅の滞納家賃

等の支払に係る訴えの提起をすることについて、地方自治法第９６条第１項

第１２号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
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第２４号 

 

   野沢多目的広場の指定管理者の指定について 

 

これは、野沢多目的広場の指定管理者として、一般社団法人十色を指定す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 
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